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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

 

学 校 給 食 県 産 食 材 

利 用 拡 大 事 業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

千円 

10,048 
 学校給食における地産・地消の推進のため、 

生産者団体、食品加工業者、県学校給食会等 

の関係団体と協働した取組を促進するととも 

に、学校給食現場と生産現場をつなぐ供給体 

制の構築により、県産農林水産物の利用拡大を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

ぶちうま！維新推進事業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

千円 

32,937 

 

地産・地消推進拠点の拡充による地産・地

消の着実な推進や、大手交通事業者等と連携

した大都市圏への販路拡大などにより、県産

農林水産物等のさらなる需要拡大を図る。 

 事   業   内   容 事業主体 負担区分  

１ 地産・地消の着実な推進 

 ・ 重点需給連携品目を中心とした流通体系の構築・拡充 

・ 地産・地消推進拠点と連携した取組の強化 

・ 「ぶちうま！アプリ」を活用した販売促進 やまぐちの農林
水産物需要拡大
協議会 

 
 

地域協議会 
(8地域) 

県1/2 
その他1/2 

２ 大都市圏に向けた販路拡大 

・ 県産農林水産物を産地直送する「ぶちうま産直市場」

を活用した販売拡大 

・ 大規模展示商談会等への出展 

・ 対面販売の再開にあわせた売込み強化 

・ 大手交通事業者等の取組と連携した新たな流通システ

ムの構築・販売促進 

       

   

事 業 内 容 事業主体 負担区分 

１ 県産農林水産物利用推進体制の整備 

 ・ 県学校給食協議会の実施 
県 県 10/10 

２ 県産農林水産物の利用促進対策 

・ 県産主穀(米、麦、大豆、米粉)への定額助成

による利用促進 

・ 県産農林水産物（副食）の利用促進 

山口県農業協同組合 

 

山口県水産物消費拡大

運動推進協議会 

県1/2 
その他1/2 
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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

や ま ぐ ち ６ 次 産 業 化 ・ 

農 商 工 連 携 推 進 事 業 

(ぶちうまやまぐち推進課) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円  

68,199 
農林漁業者による６次産業化や中小企業者

と連携した農商工連携を一体的に取り組み、

県産農林水産物を活かした魅力ある新商品の

開発や商品力向上を積極的に推進する。 

 

地 域 発 ！ 特 産 品 

開 発 力 養 成 事 業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

 

 

 

千円 

9,500 
地域の特色ある農林水産物を活用した特産

品の開発支援と、特産品を継続して開発でき

る能力の養成を図るため、構想着手の段階か

ら多様な人材等が参画するプロジェクト型支

援を実施する。 

事 業 内 容 事業主体 負担区分 

○ 地域プロジェクト支援 

 ・ 構想着手の段階から、多様な人材や事業者が参画す

るプロジェクト型の支援を展開 

 ・ 「農林業の知と技の拠点」連携・交流館のオープン

ラボを活用した特産品の開発及び継続して開発できる

ネットワークづくりを推進 

県 県 10/10 

 

事 業 内 容 事業主体 予算額 負担区分 

１ 総合的な支援体制の整備 
・ 相談窓口の運営 
・ 計画策定から商品開発、商品力向上、販路開拓・拡
大までを一貫支援 

県 10,759 県10/10 

２ 県補助制度による新商品開発等の支援 
・ 県産農林水産物を主原料とした新商品開発等を支援 

民間 11,600 

県 1/3 

民間 2/3 

・ 新商品開発に伴う施設・機器整備を支援 
県3/10 

民間7/10 

３ 国補助制度を活用した支援 
・ 経営改善の取組を支援 
・ 人材育成研修・交流会等の開催 

県 25,840 国10/10 

・ 国認定事業者等が取り組む新商品開発・販路開拓等 
 を支援 
・ 国認定事業者等が取り組む施設・機器整備等を支援 

民間  10,000 

国1/2 

民間1/2 

国3/10※ 

民間7/10※ 

４ 山口グッと産品の売込強化 
・ テストマーケティング等を通じた商品力向上を支援 

県 10,000 県10/10 

 ※中山間地（農業）、市町戦略に基づく取組等、国 1/2、民間 1/2 
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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

 

県 産 花 き 彩 り 創 出 事 業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

千円  

12,000  
 

花きの活用気運の醸成や新たな需要創出等

を重点的に実施し、生活空間での県産花きの

更なる利用促進を図る。 

 

輸 出 促 進 プ ッ シ ュ 型 

w e b 産 地 招 へ い 事 業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

12,000  
県内の輸出産地にバイヤーをバーチャル招へ

いできる「web産地招へいシステム」を活用し、

輸出コンシェルジュによるプッシュ型セールス

と併せ、新たな商流の開拓・拡大を図る。 

事 業 内 容 事業主体 負担区分 

１ 県民参加型の体験イベント等の実施 

・ ゆめ花マルシェを通じた花き装飾レッスンや小中学生を対

象とした花育活動 

やまぐちの農林
水産物需要拡大
協議会 

県1/2 
その他1/2 

２ 大都市圏向けの新たな需要開拓 

 ・ 県産オリジナル品種（ユリ、リンドウ）の新規取扱

店開拓、県外イベントへの出展 

３ 旬の花「マンスリーフラワー」コーナーの設置 

 ・ 県独自のスタンプカード「やまぐちフラワーカー

ド」を活用した消費拡大 

 ・ 県内観光施設等での旬の県産花き展示ＰＲ 

 

事 業 内 容 事業主体 負担区分 

１ 「web産地招へいシステム」の活用促進 

・ 遠隔地間で丸ごと共有できる「多拠点・双方向コミュニケーショ

ン機能」等を有する県独自の商談システムの活用促進 

〔主な機能〕 

 ・ 360度 Live映像の複数同時配信 

 ・ 産地情報の提示 

 ・ デジタルアーカイブ映像の活用 

県 県10/10 

２ 輸出コンシェルジュの配置 

 ・ バイヤーに出向き、web 産地招へいを働きかけるプッシュ型

セールス及び県内生産者とのマッチング支援 
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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

 

や ま ぐ ち 農 林 水 産 物 等 

輸 出 力 強 化 支 援 事 業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

478,000 
拡大する世界の農林水産物・食品市場の獲

得に向け、輸出推進会議の運営や輸出コミュ

ニティを通じた支援等により、県産農林水産

物等のさらなる輸出拡大を図る。 

事 業 内 容 事業主体 負担区分 

１ 「輸出推進会議」を核とした推進体制の運営 

・ 生産者支援団体等で構成する「輸出推進会議」運営 

・ 輸出関係事業者が参画する「輸出コミュニティ」の運営・裾野

拡大 

県 県10/10 

２ 連携事業体「輸出ユニット」組成に向けた支援 

・ 輸出入門者向けセミナーや実践講座の開催 

・ 「輸出コミュニティ」会員同士の連携提案を行う交流会の開催 

３ 「輸出ユニット」による実践支援 

 ・「輸出ユニット」の取組状況に応じた海外プロモーション等に

対する補助 

４ 戦略的セールスの実施 

 ・ 本県と関わりが深い国・地域を中心とした売込の実施 

５ GFPグローバル産地づくり推進事業 

 ・ 産地づくりと一体となった強みのある品目の拡大 
民間 国10/10 

６ 食品産業の輸出向け HACCP等対応施設整備事業 

 ・ 輸出先国等の規制・条件（食品衛生・ハラール等）に対応し

た施設・機械等整備を支援 

民間 
国1/2 

民間1/2 
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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

 

やまぐちグリーン農産物 

等 販 売 促 進 事 業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

千円 

6,000  
グリーン農産物の販売促進体制の整備や普及

啓発により、「環境にやさしい」という潜在的

な付加価値を顕在化させ、グリーン農産物の生

産拡大につなげる。 

 

鯨肉消費拡大・くじら文化

継 承 推 進 事 業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

16,470 
学校での鯨給食支援や消費拡大プロモー

ション、多様な情報発信等により、全県的

なさらなる鯨肉の消費拡大と鯨食文化の普

及を推進する。 

事 業 内 容 事業主体 負担区分 

１ やまぐちグリーン農産物の販売促進体制の整備 

 ・ 流通販売業者や関係機関等を構成員とする推進組織の運営 

 ・ 産地での現地研修による流通販売業者等とのマッチングの促進  

 ・ 独自の販売促進資材の活用による店舗等での販売促進 

やまぐち

の農林水

産物需要

拡大協議

会 

県 1/2、 

その他 1/2 

２ やまぐちグリーンサポーターの育成 

 ・ グリーン農産物について専門知識を有する者の育成 

 ・ イベントや店頭等での消費者の理解促進や、ＳＮＳ等を活用

した情報発信 

３ やまぐちグリーン農産物の普及啓発 

・ 「グリーン農産物リスト」を活用し、食育授業や農作業体験

を促進 

・ 産地、生産者団体、消費者の情報交換会等による理解促進 

 

区 分 事 業 内 容 事業主体 
負担区分 
県 その他 

学校給食を通じた子ど

もへの鯨食習慣の継承 

・鯨給食促進補助金 

・給食時の鯨食啓発資料の 

配布 

山口県水産物消
費拡大運動推進
協議会 

1/2 1/2 

鯨料理を提供する 

飲食店の拡大対策 
・くじらフェアの開催 

やまぐちの農林
水産物需要拡大
協議会 

10/10  

鯨肉消費拡大プロモー

ションの推進 

・鯨肉に関する展示・商談会

や量販店等での販売イベン

トの開催 

やまぐちの農林
水産物需要拡大
協議会 

10/10  

メディア等を活用した

情報発信 

・捕鯨船の帰港（11月）や節
分を中心とした情報発信 

県 10/10  

捕鯨文化の保存・継承 
・捕鯨文化の保存・継承活動
を行う団体への支援 

鯨に関する文化

活動を行う団体 
1/2 1/2 
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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

 

やまぐち県産木材建築物 

等 利 用 拡 大 推 進 事 業 

(ぶちうまやまぐち推進課) 

千円 

43,178  
住宅・事業用建築物への支援や専門人材の

育成、普及啓発等の取組等により、民間建築

物における新たな県産木材の需要を創出し、

さらなる県産木材の利用拡大を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （貸付利率はR3.2.19時点）  

   

   

 

事 業 内 容 事業主体 負担区分 

１ 県産木材利用促進コーディネーターの配置 

  建築主等からの相談対応や、施工業者や建築士等との

マッチング、木材利用関係者のネットワーク形成 

県 県 10/10 

２ 住宅・事業用建築物県産木材利用促進補助金の創設 

 ・住宅（やまぐち木の家） 

  一定割合以上の優良県産木材を利用した住宅への補助 

 〔補助額〕250千円(10㎥以上)～450千円(19㎥以上) 

 ・事業用建築物 

  県独自の協定制度を締結した施工業者等が建築する事

業用建築物への補助 

 〔補助額〕1,000千円（CLT利用は 2,000千円） 

３ 新たな木材需要創出モデル事業への支援 

  民間建築物の木材利用を促進する取組への補助 

 ・木材利用促進団体育成型 

 〔補助上限額〕250千円  〔補助率〕1/2 

 ・新工法等展開型 

 〔補助上限額〕500千円  〔補助率〕1/2 

 ・新たなネットワーク形成型 

 〔補助上限額〕1,000千円 〔補助率〕1/2 

５ 中・大規模木造建築を担う人材の育成 

設計や施工に係る実践的研修の実施等 

６ 県産木材の利用促進に向けた普及啓発の促進 

  建築主や施工業者を対象としたイベントの実施や情報

発信等 
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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

 

担 い 手 総 合 支 援 資 金 

制 度 対 策 事 業 

（ぶちうまやまぐち推進課） 

千円 

295,871 
担い手のニーズに応じた資金の融通を円滑

化することにより、農業者の経営規模拡大や

資本装備の高度化、新規就農等を金融面から

支援する。 

 

  （貸付利率はR6.2.20時点）  

   

   

 

資金名・資金使途 
 

           【融 資 枠】 

貸付利率 
(%) 

償還期間 
 

(うち据置期間) 
貸付限度額 

 農業近代化資金 
一般的な長期資金 

【40.5億円】 
1.1 

15 
（7） 

個人 1,800万円 
 

法人   2億円 

 農業経営基盤強化資金 
［スーパーＬ資金］ 

   認定農業者向け長期資金 
【 20億円】 

1.1 
25 

（10） 

個人   3億円 
 

法人   10億円 

 農業経営改善促進資金 
［スーパーＳ資金］ 
 認定農業者向け短期資金 

【 16億円】 

1.5 
5 

（－） 

個人   500万円 
 

法人 2,000万円 

 新規就農資金 
    新規就農者向け営農資金 

【 1.5億円】 
無利子 

15 
（5） 

250万円／年 
（3年以内） 

 農業経営負担軽減支援資金 
経営安定化等に向けた既往債務の 

負担軽減 

【   3億円】 

1.1 
15 

（3） 

 
営農負債残高 

 

 畜産経営体質強化支援資金 

規模拡大等に向けた既往債務の 

負担軽減 

【   2億円】 

1.1 
25 
(5) 

営農負債残高 
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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

 

保証制度円滑化対策事業 

(ぶちうまやまぐち推進課) 

 

千円 

1,212 

 

山口県農業信用基金協会に対する助成を行う

ことにより、適切な経営改善計画を策定して

農業近代化資金等の制度資金の貸付を受ける

担い手に対して、一定の貸付額までは、無担

保・無保証人で機関保証の対象にする。 

 

１ 融資機関 農協等 

２ 対象制度資金  農業近代化資金、就農支援資

金、日本政策金融公庫資金（転

貸分）、農業経営負担軽減

支援資金、農業経営改善促

進資金、畜産特別資金 

 

   

 

森林組合林産事業貸付金 

(ぶちうまやまぐち推進課) 

千円 

44,000 
森林組合が山口県森林組合連合会と締結し

た系統利用契約による委託販売契約に基づい

て林産事業を行う場合に必要な資金を融通す

る。 

 

１ 貸付の相手方 山口県森林組合連合会 

２ 貸 付 利 率 年1.0％ 

３ 償 還 期 限 1年 

 

椎茸生産対策事業貸付金 

(ぶちうまやまぐち推進課) 

千円 

73,100 

椎茸生産の振興を促進するため、山口県椎

茸農業協同組合が行う販売事業等に必要な資

金を融通する。 

 

１ 貸付の相手方 山口県椎茸農業協同組合 

２ 貸 付 利 率 年1.0％ 

３ 償 還 期 限 1年 
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事   業   名 

（所管課名） 
予 算 額 事   業   概   要 

 

木材産業等高度化推進資金 

(ぶちうまやまぐち推進課) 

千円 

127,503 

 

木材の生産及び流通の合理化を促進し、木

材供給の円滑化を図るため、木材の生産又は

流通を担う事業者が事業の合理化を促進する

のに必要な運転資金を低利で融通する。 

 

１ 融資枠 268,000千円 

２ 預託金 85,000千円 

３ 預託先 山口銀行､西京銀行、農林中央 

金庫 

＜ 貸 付 条 件＞ 

資 金 の 種 類 
貸付限度額 

(千円) 
貸付利率 
（短期） 

貸付期間 
（短期） 

協調倍率 

事業経営改善合理化資金    

 

 

 

1年以内 

 

 

 

 

2倍～4倍 

 素材生産等促進資金 100,000 1.30～1.60% 

新規需要創出資金 100,000 1.30% 

構造改善合理化資金   

 木材高度加工資金 100,000 1.30% 

原木確保協定促進資金 300,000 1.30，1.50% 

林業経営改善資金  

50,000 

100,000 

 

1.60% 

1.30，1.50% 

 林業経営高度化推進資金 

伐採・造林一貫作業推進資金 

 ※貸付利率は R6.2.20時点、債務保証を利用しない場合。 

 

林 業 ・ 木 材 産 業 

改 善 資 金 貸 付 金 

[林業・木材産業改善資金特別会計]  

(ぶちうまやまぐち推進課) 

千円 

151,500  

林業・木材産業の経営改善等を目的として

行う新たな経営の開始、生産・販売方式の導

入等を実施するために必要な資金を貸し付け

る。 

 

１ 新規融資枠 1.2億円 

２ 貸付利率 無利子 

３ 償還期限 10年以内 
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林業就業促進資金貸付金 

[林業・木材産業改善資金特別会計]  

(ぶちうまやまぐち推進課) 

千円 

1,500 

 

新規就業者の研修・就業準備に必要な資

金を貸し付ける。 

 

１ 貸付利率 無利子 

２ 償還期限 

    借入者によって、13年又は20年 

 

水 産 振 興 資 金対 策事 業 

(ぶちうまやまぐち推進課) 

千円 

170,599 

漁業者へ設備資金や運転資金の低利融通

や不慮の災害等に備える漁業共済の普及を

行い、漁業経営の改善を促進する。 

１ 漁業近代化資金利子補給事業 

漁業者に対し、漁協等が行う長期かつ低利の設備資金等の融
通を円滑にし、漁業者の資本装備の高度化を図り、その経営の
近代化に資する。 

(1) 新規融資枠 18億円 
(2) 貸付利率 1.10～1.90％（R6.2.20時点） 
(3) 償還期限 2～20年以内（うち据置3年以内） 
(4) 貸付対象者 漁業者、漁協等 
(5) 貸付限度額 12億円（事業費の80％） 
(6) 融資機関 漁協、農林中金等 

 

２ 漁業経営維持安定資金融通助成事業 

【漁業経営維持安定資金】 

漁業経営が悪化した漁業者に対し、低利の負債整理資金を融
通し、漁業経営の安定化を図る。 

(1) 新規融資枠 6億円 
(2) 貸付利率 1.10～1.55％以下（R6.2.20時点） 
(3) 償還期限 原則 10年以内（うち据置2年以内） 

 特認 15年以内（うち据置3年以内） 
(4) 貸付対象者 漁業者等 
(5) 貸付限度額 40～400百万円 
(6) 負担区分 国制度分：県10/10 

 県制度分：県1/2、市町1/2 
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【漁業経営再建資金】 

経営が極めて困難な漁業者に対し、低利の負債整理資金を融
通し、漁業経営の安定化を図る。 

(1) 新規融資枠 4億円 

(2) 貸付利率 1.10％（R6.2.20時点） 

(3) 償還期限 原則 10年以内 

 特認 15年以内（うち据置2年以内） 

(4) 貸付対象者 漁業者等 

(5) 貸付限度額 72百万円～総㌧数×240万円 

 （8億円以下。整理対象債務の8割） 
(6) 負担区分 県、融資機関 

 

３ 漁業経営基盤強化指導事業 

【漁業経営高度化促進支援資金（取組促進資金）】 

生産から販売までの流通の高度化に取り組む漁業者に対し、
その取組に必要な資金を融通する。 

(1) 新規融資枠 2千万円 

(2) 貸付利率 1.10％（R6.2.20時点） 

(3) 償還期限 7年以内（うち据置3年以内） 

(4) 貸付対象者 流通の高度化の取組等を行う中小漁業者 

(5) 貸付限度額 3～20百万円 

(6) 負担区分 県10/10 

 

４ 漁業経営安定対策推進事業 

厳しい経営環境にある漁業者に対し、融資機関が行う短期・
長期の低利運転資金の融通を円滑化し、経営の維持・安定化に
資する。 

【漁船漁業運転資金】 

 
(1) 短期資金 

① 新規融資枠 3億円 

② 貸付利率 1.20％以内 

③ 償還期限 1年以内 

④ 貸付対象者 10トン以上の漁船を使用し、乗組員を 

 雇用している漁業者 

⑤ 貸付限度額 15～60百万円 

⑥ 負担区分 貸付原資預託（県10/10） 
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(2) 長期資金 

① 新規融資枠    2億4千万円 

② 貸付利率  1.10％（R6.2.20時点） 

③ 償還期限  7年以内（うち据置2年以内） 

④ 貸付対象者    10トン以上の漁船を使用し、乗組員を 

雇用している漁業者で、平年比で水揚 

げが10％以上減少した者 

⑤ 貸付限度額  20～30百万円 

⑥ 負担区分  県、融資機関 

 

【漁業経営回復支援特別資金】 

安定的な水揚額の確保ができていない中小漁業者に、人件費
や燃料代等、漁業の経営に必要な短期の運転資金を融通する。 

(1) 新規融資枠    3億円 
(2) 貸付利率    0.80％ 
(3) 償還期限  1年以内 
(4) 貸付対象者    中小漁業者で、漁業経営緊急対策資金の

貸付要件に該当していた者、かつ、平均
的な水揚額よりも減少している者 

(5) 貸付限度額  10～60百万円 
(6) 負担区分  貸付原資預託（県10/10） 
(7) 損失補償    山口県漁業信用基金協会が当資金に係る

債務保証により受ける損失の1/6に相当す
る額 

 

【赤潮特約掛金補助】 

共済組合が実施する養殖共済事業のうち、赤潮特約に係る掛
金を補助 

負担区分：国2/3、県1/3 
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下関漁港振興対策融資事業 

(ぶちうまやまぐち推進課) 

 

千円 

400,000  

 

下関市南部３水産市場で卸売人の集荷拡大

や買受人の購買力強化を推進し、下関地区の

活性化と消費者への水産物の安定供給を図る

ため、下関市と共同で融資事業を実施する。 

 

沿岸漁業改善資金貸付金 
[沿岸漁業改善資金特別会計 ] 

 (ぶちうまやまぐち推進課) 

千円 

100,000  

沿岸漁業者等に対し、水産業普及指導員の

指導のもとで、無利子の資金を貸付けること

により新しい生産技術の導入、漁家生活の改

善等を助長する。 

 

１ 貸 付 枠  1億円 

２ 貸付利率  無利子 

３ 償還期限  2～10年 
(うち据置0～3年) 

４ 貸付対象者  沿岸漁業者、漁協等 

５ 貸付限度額  50百万円 

６ 負担区分  国2/3、県1/3 

 

「水産都市しものせき活性化支援資金」融資対象  融資枠 預託額 

水産物集荷拡大支援枠 

下関中央魚市場(株)、下関唐戸魚市場(株) 
24億円 

県   3億円 

下関市 3億円 

買受人購買力増強枠 

下関水産物精算(株)、下関水産物卸協同組合及び 

下関唐戸魚市場仲卸協同組合の組合員 

8億円 
 県   1億円 

 下関市 1億円 

 


